
教私第３２４４号 

令和２年１月１５日 

  

各学校法人理事長 様 

 

大阪府教育庁私学課長  

 

 

令和元年度私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立高 

等学校等施設高機能化整備費（防災機能強化施設整備事業）））に係る事業の追加募集 

及び計画調書の提出について（依頼) 

 

 

標記について、文部科学省高等教育局私学部私学助成課から依頼がありましたので、お知らせします。 

つきましては、事業を予定している場合は、下記のとおり提出してください。 

なお、ブロック塀等の安全対策を来年度以降に計画している私立学校の設置者におかれましては、地震発生時におけ

る学生等の安全確保の観点から、安全対策の前倒しに積極的に取り組んでいただきますようお願いします。 

 

 

記 

 

１ 今回募集する事業 

 

 私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立高等学校等施設高機能化整備費））

交付要綱（平成 13 年 4 月 1 日文部科学大臣裁定）に定める事業のうち、令和２年１月２０日から令和２年３月

31日までの間に着手（契約）し、令和元年度中に完了する下記事業を募集対象とします。 

 

○ 防災機能強化施設整備事業（防災機能強化事業）（ブロック塀等安全対策事業） 

 

補助対象は、令和元年度中に整備が行われる事業となります。令和元年度中に整備が行われる事業とは、原則として

交付内定後から令和２年３月31日までの間に契約が締結され、原則として交付内定後から令和２年３月31日までに

引き渡しを受ける事業をいいます。 

 ただし、交付内定前に契約又は工事に着手する等の事業であっても、文部科学大臣が承認している場合、補助対象とす

ることができます。 

 交付内定は、令和２年２月末を予定としていますが、募集対象事業を令和２年２月末までに契約予定である場合には、

契約締結予定日の３週間前までに、交付内定前の事業着手承認申請書を文部科学省に提出し、文部科学大臣の承認

を受けた上で、契約を締結してください。また、令和２年３月以降に契約予定の事業については、内定後に契約を締結して

ください。 

 

 

2 提出書類 

 

(1) 令和元年度 私立高等学校等施設高機能化整備費申請一覧（様式1） 

(2) 計画調書及び添付資料 

   別添の国通知及び「令和元年度「防災機能強化施設整備事業（防災機能強化事業（ブロック塀等安全対策事

業））」に係る計画調書について」を熟読のうえ、必要書類を揃えるようにしてください。 

 

 

3 提出部数      ２ 部 

 

 



 

 

4 提出期限 

    ○上記２(1) 及び(2)  

      令和２年1月２２日（水）迄 【厳守】 

 

５ 提出方法 

上記２(1) 電子メールによる（メールアドレス：shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp） 

上記２(2) 持参による  ※書類を持参する日（時刻）は、事前に下記担当者と調整してください。 

 

 

 

 

 

 
担 当 小中高振興グループ  門﨑 

電 話 06－6210－9275（直通） 

mailto:shigakudaigaku-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp

